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「市民の目フォーラム北海道」会報第 12 号（10 年 4月） 

事務局   市川守弘法律事務所内（札幌市中央区大通

西 11丁目 北海ケミカル札幌ビル７Ｆ） 

☎  050-7524-8995   

 e-mail  shimin-me.forum@kpa.biglobe.ne.jp 

  

「市民の目フォーラム北海道」は、警察の様々な問題に関心のある幅広い市民が集まり、警察に関する情

報や意見を交換し、真に市民のための開かれた警察実現のために活動しています。 

   

原田代表 民主党北海道の勉強会で講演 

 

「市民の目フォーラム北海道」の原田宏二代表

が、３月９日、札幌市内のホテルで行われた民

主党北海道の道議会議員有志の勉強会で約１

時間にわたって「政権交代と警察改革」と題し

て講演した。  

 

原田代表は、「政権交代で警察改革が現実のも

のとなりつつあるが、昨年には中井国家公安委

員長に、本年は大畠国家基本政策委員長に    

警察改革に関して申し入れを行っている。 

これからも民主党政権に対して警察改革について働きかけて行きたいと考えている」と語り、民主

党北海道の道議会議員の協力を求めた。 

 

道警銃器対策課おとり捜査 判決 

    原告側 控訴の方針 再審請求も 

 

平成２２年３月１９日、札幌地裁は道警銃器

対策課のおとり捜査について、以下の判決を言

い渡した。 

1 被告北海道は、原告Ａに対し，50万円及び

これに対する平成 10 年 6 月 30 日から支払済

みまで年 5分の割合による金員を支払え。 

2 原告Ａのその余の請求及び原告吉原美智

世の請求をいずれも棄却する。 

原告弁護団は、控訴する方針を示すとともに、

元船員のロシア人男性（４０歳）の刑事裁判で

の無罪判決を求めて再審を請求する準備を進

める考えを明らかにした。 

おとり捜査は平成９年の事件である。既に 

１０年以上も経た現在もその捜査の違法性が

問われている。元銃器対策課Ｉ警部補がその公

判で証言した数々の違法捜査をヤミに葬った

北海道警察だが、未だにその責任を追及されて

いるのも自業自得というところか。 
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